
15時30分～21時は通行止め
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15時30分～20時45分は通行止め

　　　車両進入禁止区域 交通指導区域
７月28日㈭　18時～　駐車禁止
７月29日㈮　18時～　駐車禁止

交通規制、駐車場利用制限図

高齢者無料入浴サービス事業 障害者無料入浴サービス事業

問合せ　高齢介護課高齢福祉係
あおいパークとサン・ビレッジ衣浦を無料で利用
できるシルバー優待券の配布を、８月より年間24枚
から36枚にします。
すでに24枚を交付された人は12枚を、交付されて
いない人は36枚を、申請により交付します。
●あおいパーク浴室
とき　火～日曜日　11時～21時
●サンビレッジ衣浦浴場・プール
とき　火～日曜日　11時～21時（土・日曜日、祝日
は10時～21時、７月20日㈬～８月31日㈬は無休）
対象　市内在住の65歳以上（昭和27年４月１日以前
生まれ）の人
申込み　８月１日㈪（あおいパークは２日㈫より）
運転免許証または健康保険証、介護保険証、個人番
号カードのいずれかと印鑑を持参しあおいパークま
たはサンビレッジ衣浦
※どちらかの施設で１回のみ交付します。
ご注意ください
優待券は本人のみ利用できます。施設を利用する
ときは、ルールとマナーを守りましょう。

問合せ　福祉課社会福祉係

障害者入浴優待利用券の配布を、８月より年間24
枚から36枚にします。
すでに24枚を交付された人は12枚を、交付されて
いない人は36枚を、申請により交付します。
対象　市内在住の64歳以下（28年度に満65歳になる
人を除く）で次の①～③のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳を持つ人②療育手帳を持つ人③精
神障害者保健福祉手帳を持つ人
※障害者を介護する人も利用券を使用できますが、
介護者のみの入浴はできません。
ところ　あおいパーク浴室、サン・ビレッジ衣浦浴
場・プール、高齢者元気ッス館浴室
※各施設は障害者仕様ではありません。
申込み　８月１日㈪より各種手帳と印鑑を持参し福
祉課社会福祉係

とき　７月30日㈯　14時～20時45分
ところ　市役所前通りおよびその周辺、市役所東駐
車場、文化会館前駐車場など
交通規制
通行する皆さん、ご近所の皆さんにはご迷惑をお
かけしますが、ご協力をお願いします。
●通行止め時間
碧南署北交差点～文化会館前交差点
15時30分～20時45分
市役所および文化会館来客駐車場の利用制限
準備のため、市役所と文化会館の来客駐車場が次
のとおり駐車禁止になります。
●７月28日㈭　18時～
市役所駐車場Ａ北側（東玄関付近）
市役所駐車場Ｃ（ＡＴＭのある区画の南側）
文化会館前駐車場
●７月29日㈮　18時～
市役所駐車場Ａ（全面）
市役所駐車場Ｂ（ＡＴＭのある区画）
文化会館東駐車場
文化会館北駐車場

シルバー優待券を
年間36枚に拡充します

障害者入浴優待利用券を
年間36枚に拡充します

元気ッス！へきなん交通規制、駐車場利用制限元気ッス！へきなん交通規制、駐車場利用制限元気ッス！へきなん交通規制、駐車場利用制限
問合せ　地域協働課内元気ッス！へきなん市民会議事務局
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※（　）は、個人情報の開示請求に対する決定数です。また、上記以外の機関への請求はありませんでした。
●不服申立ての状況
不服申立ては、０件でした。

問合せ　行政課行政係
平成27年度の情報公開と個人情報保護制度の実施状況を公表します。
情報公開制度による請求が83件、個人情報保護制度による請求が11件、合計94件の請求がありました。
そのうち、全部公開が86件、部分公開が７件、非公開が１件、文書不存在による非公開が０件でした。自
己情報の訂正、削除請求および是正の申出はありませんでした。
●実施機関別の実施状況

情報公開と個人情報保護制度の実施状況

附属機関などの会議公開の実施状況一般不妊治療費助成を拡充し、
特定不妊治療費助成を新設します

問合せ　保健センター　☎（48）3751
平成28年７月１日より、一般
不妊検査・治療および人工授精
にかかる費用を２分の１（上限
５万円）から、全額助成に拡大
しました。
また、特定不妊治療にかかる費用を、県特定不妊

治療費助成事業の助成額を控除した額に対して10万
円を上限に助成します（年齢制限なし、助成回数に
制限あり）。
詳しくはホームページをご確認ください。

問合せ　行政課行政係
市の附属機関などの会議を公開しています。平成

27年度に公開した会議数、傍聴人数は、次のとおり
です。公開する会議開催の詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
●実施機関別の実施状況

※（　）は会議開催数です。上記以外の機関への公
開実績はありませんでした。

開発水道部
市民病院

総務部
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教育委員会

実施機関

22水道事業管理者の
権限を行う市長

94（11）
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長

18（17）
４（３）

昨年度年間
請求実績

１

２

36
１

12

８５

22 22

非公開
（文書不存在）

決定内容

公開請求件数

２分の１で
上限５万円

一般不妊検査・
治療および人
工授精

現行

─

全額助成
（平成28年４月１日以
降の治療費）

特定不妊治療

改正後

県特定不妊治療費助成
事業助成額を控除した
額に対して上限10万円
（治療開始日が28年４
月１日以降の治療費）
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